
○普通調整交付金（７％）

市町村間の財政力の不均衡
等（医療費、所得水準）を調整
するために交付。

○特別調整交付金（２％）

画一的な測定方法によって、
措置できない特別の事情（災
害等）を考慮して交付。

保険者支援分

財政安定化支援事業

国保財政の現状

５０％ ５０％

調整交付金（国）

（９％）※

（３４％）※

２３，３００億円

６，７００億円

（約２９，６００億円）

調整交付金

定率国庫負担

法定外一般会計繰入等
約３，８０６億円
（１９年度決算速報値）

公費負担額

国 計 ： ３１，０００億円

都道府県計： ８，０００億円

市町村計： １，０００億円

市町村への地方財政措置：１，０００億円

○ 高額な医療費（１件８０万円以上）の発
生による国保財政の急激な影響の緩和
を図るため、各市町村国保からの拠出
金を財源として、都道府県単位で費用
負担を調整し国及び都道府県は市町村
の拠出金に対して1/4 ずつ負担。

○ 事業規模：２，２７０億円

高額医療費共同事業

医療給付費等総額：約９８，４００億円

高額医療費共同事業

保険料

保険料軽減分

【保険料軽減分】低所得者の保険料
軽減分を公費で補填。

事業規模：３，２７０億円
（市町村 1/4、都道府県 3/4）

【保険者支援分】 低所得者数に応じ、保
険料額の一定割合を公費で補填。
事業規模：７３０億円

（市町村 1/4、都道府県 1/4、国 1/2）

保険基盤安定制度

都道府県調整交付金

（７％）※４，８００億円

保険財政
共同安定化事業

○市町村国保間の保険料の平準化、財
政の安定化を図るため、平成18年10月
から１件３０万円超の医療費について、
各市町村国保からの拠出金を財源とし
て、都道府県単位で費用負担を調整。

保険財政共同安定化事業

※ それぞれ給付費等の９％、３４％、７％の割合を基本とするが、地方単独措置に係る波及増分のカットや、保険基盤安定制度繰入金の一部に相当する額を調整交付金としている
こと等から、実際の割合はこれと異なる。

国保財政のイメージ
（２１年度 予算ベース）

前期高齢者交付金

○国保・被用者保険の６５歳か
ら７４歳の前期高齢者の偏在
による保険者間の負担の不
均衡を、各保険者の加入者数
に応じて調整。

前期高齢者
交付金

２７，９００億円
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国・都道府県の「調整交付金」の概要
保険料 ５０％ 公費 ５０％【概念図】

全国合計
（国）

調整交付金
９％

（国）
定率負担
３４％

都道府県
調整交付金

７％

（☆）国の調整交付金による調整対象（５９％）総所得が高い
（医療費が高い）
市町村の場合

総所得が低い
（医療費が低い）
市町村の場合

ａ

（ａ）普通調整交付金（概ね７％分）

市町村間の財政力の不均衡等（医療費、所得水準）
を調整するために、一定の算式により交付。

ｂ ｃ

上図の（☆）

調整対象需要額

調整対象収入額 交付額

当該市町村の所得水準・医療費水準に応じて
国で算出した理論上の保険料収入額

＝ 応益保険料 ＋ 応能保険料

＝ Ｐ（ｄ）×被保険者数 ＋ Ｑ（ｄ）×総所得

※Ｐ（ｄ）：１人当たり調整対象需要額（ｄ）に応じた応益保険料額
※Ｑ（ｄ）：１人当たり調整対象需要額（ｄ）に応じた応能保険料率

（ｂ）特別調整交付金
（概ね２％分）

当該市町村に、全国画一的な測定
方法によっては調整できない特別
の事情がある場合に、その事情を
考慮して交付。

〈特別な事情の例〉
・ 災害等による保険料の減免額等

が多額である場合
・ 原爆被爆者に係る医療費が多額

である場合 等

※ 普通調整交付金と特別調整交
付金は、相互流用可。

（ｃ）都道府県調整交付金

都道府県が、当該都道府県内の
市町村国保の財政調整を行うこと
を目的に交付。
（交付基準、交付方法等は、都道

府県条例で規定。）

※実際には、７％のうち、
６％程度は給付費に応じて定率
で配分。
１％程度が医療費適正化の取組
等を評価して配分。
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拠出金

交付金

交付金

各都道府県の国保連合会
（事業主体）

事業規模 約２，２７０億円
（国１／４、都道府県１／４、拠出金１／２）

A市

Ｃ村

実際に発生した
医療費に応じて交付

高額医療費共同事業・保険財政共同安定化事業の概要

○高額医療費共同事業

高額な医療費の発生による国保財政の急激な影響の緩和を図るため、各市町村国保からの拠出金を財源として、都道府県

単位で費用負担を調整。その際、市町村国保の拠出金に対し、都道府県及び国において一定の支援措置を講じる。

○保険財政共同安定化事業

都道府県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、一件３０万円を超える医療費について、市町村

国保の拠出による共同事業を実施。

高額医療費共同事業

保険財政共同安定化事業

事業規模 約１兆１，０００億円
（全額・拠出金）

拠出金

B町

１件８０万円超の医療費
に関する共同事業

１件３０万円超の医療費
（うち８～８０万円）
に関する共同事業

交付金

拠出金

都道府県単位の共同事業

該当する高額医療費の
３年平均の実績に応じて拠出
→ 財政への急激な影響を緩和

次の①：②＝５０：５０で拠出
① 該当する高額医療費の３年平均の実績
② 被保険者数

→ これにより保険料の平準化を図る。
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高額医療費共同事業・保険財政共同安定化の対象医療費（イメージ）

30万円

8 万円

80万円

レセプト１件当たり

40万円の場合

8万円を除く

高額医療費共同事業

保険財政共同安定化事業

レセプト１件当たり

100万円の場合

※患者負担相当部分
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保険料額

７割軽減
５割

２割

応益分（約５０％）

応能分（約５０％）

所得

３，２７０億円（２１年度予算）

保険基盤安定制度の概要

○保険料軽減分

保険料軽減（応益分の７割、５割、２割）の対象となった被保険者の保険料のうち、軽減相当額を公費で補てん 。

公費補てん保険者支援分

７３０億円（２１年度予算）

当該市町村の平均
保険料の１／２以内

公費補てん保険料軽減分

（国１／２、都道府県１／４、市町村１／４）

中間所得者層の

保険料負担を軽減

（都道府県３／４、市町村１／４）

○保険者支援分

中間所得者層を中心に保険料負担を軽減するため、保険料軽減の対象となった一般被保険者数に応じて、平均保険料の

一定割合を公費で補てん。
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財政安定化支援事業（交付税措置）

市町村国保財政の安定化、保険料（税）負担の平準化等に資するため、市町村一般会計から市町村国保特別会計への繰入れに

ついて地方財政措置するもの。具体的には、ア．保険料負担能力、イ．過剰病床、ウ．年齢構成差を勘案して算定された対象経費

に相当する額を基準財政需要額に参入。

（措置額の推移） 平成４年度 約１０００億円、平成５～１２年度 約１２００億円、平成１３～２１年度 約１０００億円

※ 市町村では、これ以外に、赤字補填等のため、３８００億程度の繰入れをしている状況。（平成１９年度）
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「標準的な保険者」に比べ

③高齢者（６０～７４歳）の割合
が高いことによる給付費の増

②病床数が多いことによる
給付費の増

①所得水準が低いことによる
保険料の減

「標準的な保険者」の場合

保
険
料

市町村国保特別会計

都道府県負担

②

①

③

国庨負担

地方財政措置

市町村一般会計

３８００億円

１０００億円

法定外繰入れ



国保

 
    

 

 
 

○ 企業を退職した方は、国保に加入する。  

○ そのため、６５歳未満の国保加入者で被用者年金の加入期間が２０年以上の方（退職被保険者）等の医療給付費に 

ついては、自ら支払う保険料を除いた部分を、各被用者保険が財政力に応じて負担している。（標準報酬総額で按分） 

○ 平成２７年度以降は、それまでの対象者（６５歳未満）のみを対象とする。 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 

退職者自

ら支払う

保険料 

各被用者保険制度からの 

拠出金      

共
済
組
合 

組
合
健
保 

政
管
健
保 

等 

給付費 

退職者医療制度について

患者

負担

退職被保険者等の適用状況 ２３０ 万人（平成２０年度見込）

＜ 負担の仕組み＞

退職者医療制度

国 保

被用者保険

被用者保険

退職者
医療

退職者医療制度

長寿（後期高齢者）医療制度

ＯＢ

制度間の医療費負担の不均衡の調整

75歳

65歳
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後期高齢者支援金の被用者保険者内での総報酬割の導入について（案）

【平成２２年度～２４年度における総報酬割の導入（案）】

○ 現行の後期高齢者支援金の負担額は、国保と被用者保険の共通の拠出ルールとして、「加入者数（０～７４歳）」を基に算定。
※各保険者の負担額 ＝ 加入者１人当たり負担額（44,297円: 22年度予算案ベース） × 加入者数（０～７４歳）

○ 他方、被用者保険内では、各保険者の財政力にばらつきがあり、財政力が弱い保険者の支援金負担が相対的に重いといっ
た指摘もなされていたところ。

○ こうした中、協会けんぽの財政状況が急速に悪化し、保険料率の大幅な上昇が見込まれたため、平成２２年度から平成２４年
度までの３年間、①協会けんぽの国庫補助率の引上げ、②単年度収支均衡の特例とともに、③できる限り実質的な負担能力
に応じた費用負担とするため後期高齢者支援金の被用者保険内での総報酬割を導入することとし、今国会に「医療保険制度
の安定的運営を図るための国民健康保険法等の一部を改正する法律案」を提出。

＜対象者数＞ ７５歳以上の後期高齢者 約１,４００万人

＜後期高齢者医療費＞ １２．８兆円（２２‘予算案）給付費 １１．７兆円 患者負担１.１兆円

被保険者

（７５歳以上の者）

協
会

【全市町村が加入する広域連合】

年金から
天引き

口座振替・
銀行振込等

患者

負担

1.1兆円

公費（約５割）【５．５兆円】
〔国：都道府県：市町村＝４：１：１〕

高齢者の保険料
１割【１．２兆円】

後期高齢者支援金（若年者の保険料）
約４割【５．０兆円】

後期高齢者の
心身の特性に
応じた医療
サービス

＜各保険者の支援金額＞

１人当たり支援金額 × 当該保険者の加入者数

健
保

共
済

国
保

【全市町村が加入する広域連合】

【35百万人】

支払基金

【1.5兆円】 【1.４兆円】 【0.4兆円】 【1.7兆円】

【30百万人】 【9百万人】 【３９百万人】

（注１）現役並み所得者は、老人保健法と同様に公費負担（５０％）はないため、実質的な公費負担率は４７％、後期高齢者支援金の負担率は４３％となる。
（注２）国保及び協会けんぽの後期高齢者支援金は、各々５０％、１６.４％（制度改正後は加入者割の部分に限る）について公費負担があり、また、高齢者

の保険料は低所得者等に係る保険料軽減についての公費負担がある。


